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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の受信手段を有するテレビ受信装置であって、
　表示手段に映像が表示される番組を放送するチャンネルを受信する第１の受信手段と、
　前記映像を表示中に、複数のチャンネルを受信する第２の受信手段と、
　前記複数のチャンネルを巡回して受信するように前記第２の受信手段を制御する選局制
御手段と、
　前記複数のチャンネルで放送される番組のジャンル情報を蓄積する蓄積手段と、
　前記複数のチャンネルで放送される番組の映像データから各々静止画データをキャプチ
ャする抽出手段と、
　前記抽出手段により各々キャプチャされた静止画データを各番組のサムネイル画像デー
タとして、該番組の番組情報に対応づけて管理する管理手段と、
　前記サムネイル画像データ及び前記番組情報を用いて電子番組表データを生成する番組
表生成手段と、を有し、
　前記選局制御手段は、前記番組情報管理手段に蓄積された番組のジャンル情報に基づい
て、前記第２の受信手段が前記複数のチャンネルを受信する巡回順序を決定し、前記巡回
順序に従って前記複数のチャンネルを巡回して受信するように前記第２の受信手段を制御
することを有することを特徴とするテレビ受信装置。
【請求項２】
　前記抽出手段は、前記複数のチャンネルで放送される番組の映像データから各々キャプ
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チャした静止画データより顔情報を抽出し、
　前記管理手段は、顔情報が抽出された静止画データを前記サムネイル画像データとして
管理することを特徴とする、請求項１に記載のテレビ受信装置。
【請求項３】
　前記選局制御手段は、前記番組のジャンル情報により表される番組のジャンルがドラマ
の場合は、巡回頻度が高くなるように、番組のジャンルがニュースの場合は、巡回頻度が
低くなるように、それぞれ前記巡回順序を決定することを特徴とする請求項１または２記
載のテレビ受信装置。
【請求項４】
　前記サムネイル画像データは、同一の番組に対して、前記抽出手段により抽出された顔
情報が最も多く抽出された人物の顔情報を有する静止画データを用いて生成されることを
特徴とする請求項２記載のテレビ受信装置。
【請求項５】
　前記選局制御手段は、前記チャンネルで放送中の番組の放送終了予定時刻が、現在時刻
より、所定時間内であるときは、該チャンネルを選局しないことを特徴とする請求項１か
ら４のいずれか一項に記載のテレビ受信装置。
【請求項６】
　前記選局制御手段は、前記抽出手段により顔情報が抽出されなかった番組のチャンネル
の巡回順序が先頭となるように、前記巡回順序を変更することを特徴とする請求項２に記
載のテレビ受信装置。
【請求項７】
　複数の受信手段を有するテレビ受信装置の制御方法であって、
　第１の受信手段により受信したチャンネルの番組の映像を表示手段に表示させるステッ
プと、
　前記映像を表示中に、第２の受信手段に複数のチャンネルを受信させるステップと、
　前記複数のチャンネルで放送される番組のジャンル情報を蓄積するステップと、
　前記番組のジャンル情報に基づいて、前記複数のチャンネルの受信の巡回順序を決定す
るステップと、
　前記複数のチャンネルで放送される番組の映像データから各々静止画データをキャプチ
ャするステップと、
　各々キャプチャされた静止画データを各番組のサムネイル画像データとして、該番組の
番組情報に対応づけて管理するステップと、
　前記サムネイル画像データ及び前記番組情報を用いて電子番組表データを生成するステ
ップと、を有し、
　前記第２の受信手段は、決定された巡回順序に従って、前記複数のチャンネルを巡回し
て受信することを特徴とするテレビ受信装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビ放送を受信して、裏番組表を生成するテレビ受信装置及びその制御方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル放送では、番組データを構成する映像データや音声データに加えて番組情報（
放送チャンネルや番組名）が送信されている。この番組情報を利用して、電子番組表（Ｅ
ＰＧ：Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｇｕｉｄｅ）や裏番組表が生成される。ここ
で、裏番組表とは、視聴中の番組と同時刻に放送中の他チャンネルの番組（裏番組）の情
報を特に詳細に表記したＥＰＧを指す。放送中の裏番組情報が表示されることで、ユーザ
は選局動作を行うことなく裏番組に関する情報を知ることができる。特許文献１には、放
送中の有効チャンネルについて、一定時間毎に番組データを記憶し、記憶した番組データ
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からサムネイル画像を作成して、ＥＰＧでサムネイル画像と番組名とを表示する情報記録
再生装置が記載されている。
【０００３】
　また、特許文献２には、再生された動画像データを解析して顔が映っている画像のフレ
ーム情報に基いてサムネイル画像データを生成するサムネイル作成装置が記載されている
。
【特許文献１】特開２００７－０４９３９８号公報
【特許文献２】特開２００２－０２７３６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１記載の情報記録再生装置では、サムネイル画像生成の過程に
おいて、番組情報が用いられていないので、ユーザの嗜好に応じた裏番組情報が提示され
なかった。また、巡回受信に関してチャンネルの重み付けは行われず、全チャンネル一律
に巡回受信するため、必ずしも効率的な巡回方法ではなかった。また、特許文献２記載の
サムネイル作成装置は、録画コンテンツに対しては有効であるが、放送中の裏番組に対し
ては、有効に適用できなかった。そこで、本発明は、効率的に顔抽出した最新のサムネイ
ル画像を裏番組表に表示することにより、ユーザが裏番組の内容を効果的に理解できるよ
うにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決するために、本発明のテレビ受信装置は、複数の受信手段を有する
テレビ受信装置であって、表示手段に映像が表示される番組を放送するチャンネルを受信
する第１の受信手段と、前記映像を表示中に、複数のチャンネルを受信する第２の受信手
段と、前記複数のチャンネルを巡回して受信するように前記第２の受信手段を制御する選
局制御手段と、前記複数のチャンネルで放送される番組のジャンル情報を蓄積する蓄積手
段と、前記複数のチャンネルで放送される番組の映像データから各々静止画データをキャ
プチャする抽出手段と、前記抽出手段により各々キャプチャされた静止画データを各番組
のサムネイル画像データとして、該番組の番組情報に対応づけて管理する管理手段と、前
記サムネイル画像データ及び前記番組情報を用いて電子番組表データを生成する番組表生
成手段と、を有し、前記選局制御手段は、前記番組情報管理手段に蓄積された番組のジャ
ンル情報に基づいて、前記第２の受信手段が前記複数のチャンネルを受信する巡回順序を
決定し、前記巡回順序に従って前記複数のチャンネルを巡回して受信するように前記第２
の受信手段を制御することを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、チャンネルの巡回順序を適正化することにより、顔情報の入ったサム
ネイル画像データを効果的に生成することができる。また、放送中の裏番組について顔抽
出されたサムネイル画像付きの裏番組表を表示させる際に、顔情報が有用なジャンルの番
組については、番組の進行に対応するようにサムネイル画像が逐次更新されるようになる
。その結果、番組選択時におけるユーザの利便性が向上する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　（実施例１）
　図１は、本発明のテレビ受信装置のブロック図、又図２は放送受信部１００のブロック
図である。デコーダ４は、チューナ２又はチューナ３の何れか一方より映像・音声データ
を入力し、デコードされた映像・音声データを映像処理部１５（映像処理手段）及び音声
制御部（不図示）へそれぞれ出力する。（チューナ２又はチューナ３は、第１の受信手段
及び第２の受信手段に相当）。また、デコーダ４は、他方のチューナより映像データを入
力し、デコードした映像データを顔抽出部７００へ出力する。デコーダ４は、映像・音声
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データのデコード処理のほかに、データ解析、データ分離、顔抽出部７００から入力した
顔抽出結果と番組情報とを対応付けたデータ管理を行う。チューナ２、３は、アンテナ１
より各々受信した放送波から、デコーダ４より指示された特定の周波数を選局し、選局さ
れた周波数に含まれる放送信号を抽出してデコーダ４へ出力する。チューナ２、３は、地
上デジタル放送用チューナやＢＳ／広帯域ＣＳデジタル放送用チューナである。
【０００８】
　顔抽出部７００（顔抽出手段）は、デコーダ４より出力された映像データを入力し、映
像データから顔部分を顔情報として抽出して、抽出結果をデコーダ４へ出力する。
【０００９】
　映像処理部５は、デコーダ４より入力した映像データを、モニタに適するフォーマット
に変換して出力する。放送受信部１００は、多重化された番組データを放送波より受信し
て映像データ・音声データ・情報データに分離し、映像や音声は複合してディスプレイや
スピーカ（不図示）に出力し、情報は番組情報に変換される。番組情報とは、番組の放送
チャンネルや放送開始時間、番組名、ジャンル等である。番組データは、ＭＰＥＧ２（Ｍ
ｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕｒｅ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ　２：カラー動画像符号化方
式標準化グループの第２規格）トランスポート・ストリーム（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔ
ｒｅａｍ：ＴＳ）方式により多重化されている。
【００１０】
　ユーザインタフェース部２００は、ユーザからの指示に応じて、放送受信部１００、ア
プリ部４００（番組表生成手段）及び選局制御部５００（選局制御手段）を制御する。こ
こで、ユーザからの指示は、リモコンによる操作で行われる「選局」や「裏番組表表示」
である。
【００１１】
　ＳＩ情報管理部３００（番組情報管理手段）は、放送中番組や放送予定番組の番組情報
を蓄積し管理する。ここで、ＳＩ（Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）は、ＡＲ
ＩＢ（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　ａｎｄ　Ｂ
ｕｓｉｎｅｓｓｅｓ：社団法人電波産業会）において規定された番組配列情報である。Ｓ
Ｉ情報は、放送局より周期的に送信され、ＳＩ情報管理部３００に定期的に更新されなが
ら記憶される。
【００１２】
　アプリ部４００は、ＳＩ情報管理部３００から読み出した番組名情報とサムネイル管理
部８００から読み出したサムネイル画像データとから裏番組の電子番組表データ（裏番組
表データ）を生成する。ユーザインタフェース部２００からの「裏番組表表示」指示を受
けると、裏番組表データに基いて裏番組表をディスプレイの画面に表示させる。　選局制
御部５００は、各チャンネルで放送中の番組のジャンル情報と巡回テーブルとからチャン
ネルごとに重み付けを行い、巡回順序のパターンを生成する。巡回テーブルは、ジャンル
情報と巡回頻度とを対応付けて記憶したテーブルで、選局制御部５００内に保持されてい
る。また、巡回パターンとは、表選局された番組の映像を表示中に、空きチューナを用い
た選局（裏選局）のために巡回するチャンネルの順番のパタ－ンである。生成された巡回
パターンに従って、放送受信部１００へ裏選局指示を行う。　時間管理部６００は、選局
制御部５００の要求に応じて時間情報を選局制御部５００へ通知するなど、システムの時
間制御処理を行う。
【００１３】
　顔抽出部７００は、裏選局されたチャンネルの映像データから静止画データをキャプチ
ャし、静止画データから顔情報を抽出する。
【００１４】
　サムネイル管理部８００（サムネイル管理手段）は、チャンネル毎に番組名情報と静止
画データとを関連付けてサムネイル画像データを生成し管理する。
上記各ブロックは不図示のシステム制御部により連携制御される。
【００１５】
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　図３に、選局制御部５００の処理フローを示す。
【００１６】
　選局制御部５００はユーザインタフェース部２００からの「電源ＯＮ」指示を受け取る
と、裏選局動作を開始する。放送中番組の全チャンネルを一律に巡回受信し、受信したチ
ャンネルの番組の映像データからサムネイル画像データを生成する。サムネイル画像デー
タは、チャンネル情報と対応付けられて、サムネイル管理部８００へ登録される（Ｓ５０
１）。一律の巡回受信は、例えば、各チャンネルが５秒間づつ、１ｃｈ、２ｃｈ、３ｃｈ
…と固定の順序で裏選局されることを指す。この処理によりＴＶ電源起動直後に、「裏番
組表表示」指示を受けた場合、裏番組表上にサムネイル画像が欠落することを防ぐ。
選局制御部５００が保持する巡回テーブルと放送中番組のジャンル情報から巡回パターン
を決定する（Ｓ５０２）。
【００１７】
　Ｓ５０２において決定された巡回パターンから次に裏選局するチャンネルを設定する（
Ｓ５０３）。選局制御部５００は時間管理部６００へ時間カウント開始通知を行う（Ｓ５
０４）。時間管理部６００は、時間カウント開始通知を受け、時間管理部６００が保持す
る時間カウント値の秒単位のインクリメント処理を開始する。
【００１８】
　選局制御部５００は放送受信部１００へチャンネルの裏選局指示を通知する（Ｓ５０５
）。この時点からチャンネルの裏選局を開始する。
【００１９】
　時間管理部６００が保持する裏選局を開始してからの経過時間が、設定された任意の時
間（例えば５秒）を満たしていなければ（Ｓ５０６）、特定の処理は行わず、この間チャ
ンネルの裏選局を実施し続ける。裏選局を開始してからの経過時間が、設定された任意の
時間を満たした場合、時間管理部６００へ時間カウント終了通知を行う（Ｓ５０７）。時
間管理部６００は選局制御部５００からの時間カウント終了通知を受けて、時間カウンタ
をクリアする（不図示）。ＳＩ情報管理部３００において、放送中番組の構成が変化した
かを調査し、構成に変化がなければ（Ｓ５０８）、Ｓ５０３処理へ移る。放送中番組の構
成に変化があった場合（Ｓ５０８）、Ｓ５０２処理へ移る。また、この時、番組変化の生
じたチャンネルについて、サムネイル管理部８００が管理するサムネイル情報をクリアす
る。本フローは、ＴＶ電源ＯＮ状態の間繰り返し実施される。
【００２０】
　放送中の番組構成が変化したか否かは、ＳＩ情報の中の番組名の変化や、番組開始時間
を参照して判断される。
【００２１】
　図４に、巡回テーブルの例を示す。例えば、ジャンル情報がドラマ／映画／バラエティ
などの番組を放送しているチャンネルは、サムネイル画像に番組出演者の顔情報が入って
いた方が、ユーザにとって番組の内容を理解しやすいので巡回する頻度を高くする。一方
、スポーツ番組やニュースなどを放送しているチャンネルは、出演者の顔情報の必要度が
他ジャンルに比べて高くないので、巡回する頻度を低くする。図５に、巡回パターン決定
（Ｓ５０２）の処理フローを示す。選局制御部５００はＳＩ情報管理部３００から放送中
番組に関するＳＩ情報を取得する（Ｓ５３１）。新規の番組情報がなければ（Ｓ５３２）
、チャンネル数カウント処理を開始する（Ｓ５３４）。放送中番組内に放送開始直後のチ
ャンネルが合った場合（Ｓ５３２）、新規のチャンネルについて一律に巡回受信し映像デ
ータからサムネイル画像データを生成する　（Ｓ５３３）。ここで、放送開始直後のチャ
ンネルとは、例えば放送が開始されてから５分以内の番組のことを指す。この処理により
放送される番組が変化した直後に、「裏番組表表示」指示を受けた場合、裏番組表上にサ
ムネイル画像が欠陥することを防ぐ。
【００２２】
　巡回テーブルから、各チャンネルの巡回頻度を番組のジャンル情報に基いて決定する（
Ｓ５３５～Ｓ５３９）。巡回頻度が決定されたチャンネル数と総チャンネル数と比較し、
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未決定のチャンネルがあれば、チャンネルカウンタをインクリメントし、未決定チャンネ
ルの巡回頻度を決定する（Ｓ５４０）。放送中番組全てのチャンネルをチェックし終われ
ば、決定した各チャンネルの巡回頻度を基に巡回パターンを作成する（Ｓ５４２）。
【００２３】
　ここで、チャンネルごとに頻度を変えた巡回方法について説明する。例えば、放送中番
組が３ｃｈ構成で、１ｃｈ番組ジャンル情報がドラマ、２ｃｈ番組ジャンル情報が音楽、
３ｃｈ番組ジャンル情報がスポーツである場合を例に挙げる。巡回テーブルより、１ｃｈ
は巡回頻度を“頻度大”に、２ｃｈは巡回頻度を“頻度中”に、３ｃｈは巡回頻度を“頻
度小”にそれぞれ設定される。この時、一巡中の巡回回数を頻度大は３回、頻度中は２回
、頻度小は１回とする。この場合、一巡中の巡回回数は、１ｃｈは３回、２ｃｈは２回、
３ｃｈは１回となる。よって、巡回パターンは、１ｃｈ、１ｃｈ、１ｃｈ、２ｃｈ、２ｃ
ｈ、３ｃｈ、…となる。
【００２４】
　又は、１ｃｈ、２ｃｈ、１ｃｈ、２ｃｈ、１ｃｈ、３ｃｈ、・・・でもよい。
【００２５】
　図６は、サムネイル画像データ生成のフローである。顔抽出部７００は放送受信部１０
０から裏選局した映像情報を常に取得している。顔抽出部７００は放送受信部１００から
裏選局通知を受け取る（Ｓ７０１）。顔抽出部７００は放送受信部１００から現在裏選局
中のチャンネル情報を取得する（Ｓ７０２）。選局中のチャンネルの番組の映像データか
ら静止画キャプチャを行う（Ｓ７０３）。キャプチャした静止画データについて顔抽出を
行う（Ｓ７０４）。
【００２６】
　顔抽出方法としては公知の手法が適用できる。一例として肌色検出による顔抽出方法を
説明する。静止画像を構成する各画素の（Ｒ，Ｇ，Ｂ）値から、予め定義した肌色空間に
含まれた画素のみを選択する。選択された画素のみで形成される画像領域のうち予め設定
した閾値以上の面積を持った領域で、かつ、その領域が予め定めた形状（例えば楕円）で
ある場合、該当領域が顔画像であると判定する。キャプチャした静止画内に顔情報があっ
た場合（Ｓ７０５）、静止画データはチャンネル情報と対応付けされて、サムネイル画像
データとしてサムネイル管理部８００に登録される（Ｓ７０６）。チャンネル巡回の過程
で、各チャンネルの番組に対して顔情報が見つかった場合は、常に最新のサムネイル画像
に置き換える。静止画内に顔情報がない場合、次チャンネルについての裏選局指示があれ
ば（Ｓ７０７）、処理を終える。次チャンネルについての裏選局指示がなければ、続いて
同じチャンネルについて静止画キャプチャを実施する。即ち、次チャンネル選局が指示さ
れるまでの時間内で、同一チャンネルの番組について複数回顔抽出処理が試みられる。
【００２７】
　図７にアプリ部４００の処理フローを示す。アプリ部４００はユーザインタフェース部
２００から「裏番組表表示」指示を受け取る（Ｓ４０１）。アプリ部４００は放送中番組
のＳＩ情報をＳＩ情報管理部３００から取得する（Ｓ４０２）。アプリ部４００はサムネ
イル管理部８００からチャンネル情報とサムネイル画像データを取得する（Ｓ４０３）。
取得したＳＩ情報とサムネイル画像データを組み合わせ、裏番組表を作成する（Ｓ４０４
）。作成した裏番組表をモニタへ表示する（Ｓ４０５）。図８に、裏番組表の表示例を示
す。
【００２８】
　このように、巡回パターンをジャンルに応じて変えることにより、重要度の高いチャン
ネルを中心に効率的に巡回受信できる。また、各チャンネルの番組に対するサムネイル画
像を作成し、裏番組表に表示することで、番組内容を効果的に理解できる。
【００２９】
　（実施例２）
　実施例１では、サムネイル画像は、顔抽出される毎に置き換えられ、常に最新の画像が
表示される。それに対して、本実施例では、一つの番組に関して検知回数の多い人の顔の
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サムネイル画像を裏番組表に表示する。図９に、本実施例における顔抽出部７００の処理
フローを示す。尚、実施例１と実質的に同じ処理については説明を省略する。キャプチャ
した静止画内に顔情報があった場合（Ｓ７０５）、サムネイル管理部８００で一時的に管
理している過去検出結果から同一人物判定を行う（Ｓ７２１）。
【００３０】
　顔の同一人物判定には公知の方法が適用される。一例として、パターン照合を用いた類
似度算出による同一判定方法を説明する。抽出した顔情報の人物識別には、顔情報の画像
パターンとあらかじめ用意してある人物ごとの画像パターンを、相互部分空間法を用いて
照合することで行う。相互部分空間法とは、二つの部分空間の正準角を類似度とするパタ
ーン照合方式である。照合の結果、所定以上の類似度である人物について同一であると判
定する。
【００３１】
　サムネイル管理部８００が保持する人物検知回数表（不図示）を更新する（Ｓ７２２）
。ここで、人物検知回数表とは、同一の番組に対して人物ごとに検知した回数を保持して
いる表のことである。例えば、Ａさんの検知回数２回、Ｂさんの検知回数１回などの情報
を管理する。今回Ａさんが検知された場合、Ａさんの検知回数は３回となる。また、過去
に検知されておらず新規に検知した人物についても人物検知回数表を更新する。人物検知
回数表から今回検知した人物が過去最大検知回数の人物である場合（Ｓ７２３）、チャプ
チャした静止画をサムネイル画像としてサムネイル管理部８００へ登録する（Ｓ７０６）
。人物検知回数表から今回検知した人物が過去最大検知回数の人物でない場合（Ｓ７２３
）、次チャンネルについての裏選局指示があれば（Ｓ７０７）、処理を終える。次チャン
ネルについての裏選局指示がなければ、続いて同じチャンネルの静止画キャプチャを実施
する。
【００３２】
　尚、裏番組表を表示する際に、サムネイル管理部８００で一時的に管理している顔情報
をサムネイル画像に並べて表示することも可能である。この場合、主出演者に加えて主出
演者以外の出演者についても表示されるため、番組内容を理解するのに効果的である。
【００３３】
　このように、検知回数が最大である人物の顔が入ったサムネイル画像を、裏番組表へ表
示することで、各番組の主出演者が表示されることとなる。
【００３４】
　（実施例３）
　本実施例は、顔抽出した人物が特定の最大検知回数を超えた場合や、番組終盤のチャン
ネルについては受信の巡回を終了する場合についての処理である。本実施例において、選
局制御部５００は、サムネイル画像人物の最大検知回数と放送中番組のジャンル情報と巡
回テーブルとからチャンネルごとに重み付けを行い、巡回パターンを作成する。作成され
た巡回パターンに沿って、放送受信部１００へ裏選局指示を行う。
【００３５】
　図１０に、選局制御部５００の巡回パターン決定の詳細処理フローを示す。実施例１と
実質的に同一の処理については説明を省略する。
【００３６】
　放送終盤の番組であるか、又は、サムネイル管理部８００から取得したサムネイル画像
人物の最大検知回数が、一定回数を超えている場合（Ｓ５５１）、そのチャンネルはこれ
以上巡回する必要はないと判断し、巡回パターンから削除する（Ｓ５５２）。ここで、放
送終盤の番組とは、現在時刻が放送終了予定時刻から所定時間内（例えば、５分以内）の
場合である。また、サムネイル画像人物の最大検知回数が、一定回数を超えている場合と
は、例えば、同一人物の検知回数が２０回以上検知された場合である。
【００３７】
　このように、放送終盤の番組や、一定回数以上特定の人物を検知したチャンネルについ
て、巡回チャンネル候補から削除することにより、各チャンネルの裏選局回数が増えるの
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で、効率的な顔抽出が可能となる。
【００３８】
　（実施例４）
　実施例１では、一度決定した巡回パターンは次チャンネルの裏選局指示が行われるまで
の間は変更しなかった。それに対して本実施例は、顔情報が検知できなかったチャンネル
は次回巡回時の先頭に設定される。本実施例では、選局制御部５００は記憶メモリが保持
するチャンネル番号を読み出し、そのチャンネルを次回巡回パターンの先頭に配置して、
放送受信部１００へ裏選局指示を通知する。顔抽出部７００は、放送受信部１００が受信
した裏選局情報から顔抽出し、顔抽出できた場合はサムネイル画像を作成する。また、顔
抽出ができなかったチャンネル番号を記憶メモリへ登録する。
【００３９】
　記憶メモリは、顔抽出部７００において顔抽出ができなかった番組のチャンネル番号を
管理する。
【００４０】
　図１１に、顔抽出部７００の処理フローを示す。実施例１と実質的に同一の処理につい
ては説明を省略する。
【００４１】
　キャプチャした静止画内に顔情報がない場合（Ｓ７０５）、次チャンネルについての裏
選局指示があれば（Ｓ７０７）、記憶メモリへチャンネル番号を登録し（Ｓ７４１）、処
理を終了する。
【００４２】
　図１２に、選局制御部５００の処理フローを示す。
【００４３】
　選局制御部５００の選局動作が一巡したか否かを判断する（Ｓ５７１）。一巡していな
ければ、番組構成が変化したか否かの判断を行う（Ｓ５０８）。一巡していて、記憶メモ
リから前回裏選局時に顔抽出できなかったチャンネルがなければ（Ｓ５７２）、同様に番
組構成が変化したかの判断を行う（Ｓ５０８）。顔抽出できなかったチャンネルがあれば
（Ｓ５７２）、Ｓ５０２処理へ移る。
【００４４】
　図１３に、選局制御部５００の巡回パターン決定の詳細処理フローを示す。実施例１と
実質的に同一の処理については説明を省略する。
【００４５】
　記憶メモリ内に前回裏選局時に顔抽出できなかったチャンネル情報があるか否かを判断
する（Ｓ５９１）。顔抽出できなかったチャンネル情報がなければ、チャンネルカウント
開始（Ｓ５３４）を行う。顔抽出できなかったチャンネル情報があれば、そのチャンネル
を巡回順番の先頭に設定する（Ｓ５９２）。記憶メモリをクリアし（Ｓ５９３）、チャン
ネルカウントを開始する（Ｓ５３４）。顔抽出できなかったチャンネルが複数あった場合
は、チャンネル番号順に先頭から並べて巡回順番を設定する。
【００４６】
　これにより、前回裏選局時に顔情報が取得できなかったチャンネルを次回巡回時の先頭
に配置することで、裏番組表上にサムネイル画像が表示されない状況が起こりにくくなる
。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明におけるテレビ受信装置のブロック図である。
【図２】本発明おける放送受信部のブロック図である。
【図３】本発明における番組制御部の処理フロー図である。
【図４】本発明における巡回テーブルの例である。
【図５】本発明における巡回パターンの決定処理を示すフロー図である。
【図６】本発明における顔抽出部の処理フロー図である。
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【図７】本発明におけるアプリ部の処理フロー図である。
【図８】本発明における裏番組表表示例を示す模式図である。
【図９】本発明における顔抽出部の別の処理フロー図である。
【図１０】本発明における選局制御部の詳細処理フロー図である。
【図１１】本発明における顔抽出部の別の処理フロー図である。
【図１２】本発明における選局制御部の別の処理フロー図である。
【図１３】本発明における選局制御部の詳細処理フロー図である。
【符号の説明】
【００４８】
　１００　放送受信部
　２００　ユーザインタフェース部
　３００　ＳＩ情報管理部
　４００　アプリ部
　５００　選局制御部
　６００　時間管理部
　７００　顔抽出部
　８００　サムネイル管理部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】
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